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ヒト受精胚を用いる遺伝性・先天性疾患研究に関する専門委員会の設置について（改正案） 

改   正   後 改   正   前 

ヒト受精胚を用いる遺伝性・先天性疾患研究に関する専門委員会の

設置について 

 

ヒト受精胚を用いる生殖補助医療研究等に関する専門委員会の設置

について 

１．設置の趣旨 

研究におけるヒト受精胚の作成及び取扱いに関しては、平成16年

７月の総合科学技術会議並びに平成30年３月及び平成31年６月の総

合科学技術・イノベーション会議（以下「ＣＳＴＩ」という。）に

よる「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」の取りまとめ・見直

しを受け、「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫

理指針」（平成22年文部科学省・厚生労働省告示第２号。以下「Ａ

ＲＴ指針」という。）及び「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用

いる研究に関する倫理指針」（平成31年文部科学省・厚生労働省告

示第３号。以下「ゲノム編集指針」という。）の策定・改正を行っ

てきた。 

令和４年２月１日にＣＳＴＩにおいて、「「ヒト胚の取扱いに関

する基本的考え方」見直し等に係る報告（第三次）～研究用新規胚

の作成を伴うゲノム編集技術等の利用等について～」がとりまとめ

られ、新規胚を作成して行う基礎的研究のうち、ゲノム編集技術等

を用いた遺伝性・先天性疾患研究及び卵子間核置換技術を用いたミ

トコンドリア病研究について、新たにその実施を容認すること等の

見解が示された。 

ＣＳＴＩから厚生労働大臣に対し、当該報告書の内容を踏まえた

関係施策の推進を行うことが求められたことから、厚生科学審議会

科学技術部会ヒト受精胚を用いる生殖補助医療研究等に関する専門

委員会において、ＡＲＴ指針及びゲノム編集指針における対応につ

１．設置の趣旨 

平成30年３月29日、総合科学技術・イノベーション会議（以下、

CSTIという。）において、「「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え

方」見直し等に係る報告（第一次）～生殖補助医療研究を目的とす

るゲノム編集技術等の利用について～」が取りまとめられたことを

受け、厚生科学審議会科学技術部会にヒト受精胚へのゲノム編集技

術等を用いる生殖補助医療研究に関する専門委員会を設置（その後

、「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」

（以下、ART指針という）の見直し業務を追加するため平成31年４月

1日に「ヒト受精胚を用いる生殖補助医療研究に関する専門委員会」

と改名）し、文科省と合同で検討を行い、令和元年４月１日に「ヒ

ト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針（平

成31年度文部科学省・厚生労働省告示第3号）」（以下、ゲノム編集

指針という）を制定した。 

今般、平成31年６月19日、CSTIにおいて取りまとめられた、「「

ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告（第二

次）～ヒト受精胚へのゲノム編集技術等の利用等について～」にお

いて、個別研究計画において適切に審査が行われることを前提に、

「余剰胚にゲノム編集技術等を用いる遺伝性・先天性疾患研究」及

び「新規胚へのゲノム編集技術等を用いる生殖補助医療研究」につ

いて容認することが適当とされ、関連指針等の速やかな検討を求め

られたことから、厚生労働省では、専門委員会の名称を「ヒト受精



 
いて検討を行う。 胚を用いる生殖補助医療研究等に関する専門委員会」と改名し、ART

指針及びゲノム編集指針の改定にむけて検討を行う。 

 

２．検討課題 

（１）ＡＲＴ指針の遺伝性・先天性疾患研究に係る見直しに関する

検討 

（２）ゲノム編集指針の遺伝性・先天性疾患研究に係る見直しに関

する検討 

（３）その他 

 

２．検討課題 

（１）ART指針及びゲノム編集指針の改定について 

 

（新設） 

 

（２）その他 

（削除） ３.今後のスケジュール 

 

３．委員構成 

・ 研究者、医療関係者、関連する学会関係者、人文・社会科学分

野、患者団体等の有識者等から構成する。 

・ 委員及び委員長は、厚生科学審議会科学技術部会運営細則第２

条及び第３条に基づき、科学技術部会長が指名する。 

・ 委員会は、委員長が必要があると認めるときは、関係者の参加

を求めることができる。 

４．委員構成 

・ 研究者、医療関係者、関連する学会関係者、人文・社会科学分

野、患者団体等の有識者等から構成する。 

・ 委員及び委員長は科学技術部会長が指名する。 

 

（新設） 

４．その他 

・ 委員会の庶務は、厚生労働省健康局難病対策課において処理す

る。 

・ この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は

、座長が厚生労働省健康局長と協議の上、これを定めるものとす

る。 

（新設） 


